
東彼杵町告示第 51 号 

 

 次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」と

いう。）第 167 条の６の規定に基づき告示する。 

 

 令和８年４月１３日 

東彼杵町長  岡田 伊一郎    

 

１．競争入札に付する事項 

 （１）工事番号 第８商１号 

 （２）工 事 名 陸上養殖施設設置工事 

 （３）仕 様 書 別途仕様書のとおり 

 （４）施工場所 東彼杵郡東彼杵町八反田郷 191 番地 1 

 （５）予定工期 契約締結の翌日から令和８年１１月３０日まで 

 

２．競争入札参加資格に関する事項 

 本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たさなければならない。 

(１) 令第 167 条の４の規定に該当しない者。 

(２) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又 

は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている 

者ではない者。 

(３) 入札日の６か月前から入札日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなっ 

  ていない者。 

(４) この告示の日から入札の期日までの間において、東彼杵町の契約に係る指名停止措置若しく 

は入札参加資格停止又は指名停止処分を受けていない者 

(５) この告示の日から入札の期日までの間において、東彼杵町が行う各種契約等からの暴力団等 

排除要綱に基づき排除措置を受けていない者又は受けることが明らかでない者 

  (６) 法人税、消費税（地方消費税を含む。）、都道府県税、市区町村税を滞納していない者。 

(７)  建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。）第 3 条の規定に基づく、建築一式

工事の建設業許可を有すること。又、建築一式工事について特定建設業許可又は一般建設業許

可を有すること。 

(８)  過去３年以内に陸上養殖に関する工事を請け負ったことがあること。（民間工事含む） 

 

入札参加希望者は、競争入札参加資格審査申請の手引に定める様式及び添付書類を提出すること。 

（１）提出期限 

この告示の日から、令和８年４月３０日（木）までの間（町の休日を除く。）の午前９時から午後

５時までとする。 

 （２）提出書類 

   競争入札参加資格審査申請の手引に定める様式の他、上記２．競争入札参加資格に関する事項



（７）、（８）を証明する書類 

（３）提出先 

  東彼杵町税財政課財政管財係 

  （住所）〒859-3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1850 番地の 6 

（電話）0957-46-1205（直通） 

 （４）提出方法 

   窓口へ持参もしくは郵送（郵送の場合は期限内必着）による。 

 （５）その他 

   ア 資料の提出に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。 

   イ 提出された書類は、返却しない。 

    

４．入札参加資格審査の方法 

  競争入札参加者の資格は、令第 167 条の５第１項及び第 167 条の５の２に定める要件に基づき、次

に掲げる事項について審査し、決定する。 

   ア 営業年数 

   イ 従業員数 

   ウ 経営状況（自己資本比率、負債比率、流動比率、売上高総利益率） 

エ 営業実績 

 

５．入札参加資格審査結果の通知 

  令和８年５月１日（金）午前１０時までに、競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）に記載さ

れた電子メールアドレスへ資格審査結果通知書（様式第５号）の送信により通知する。 

 

６．入札参加資格の有効期間 

（１）この告示に基づき取得した競争入札参加資格については、当該告示に係る競争入札についての

み有効とする。 

（２）本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当したときは、入札参加資格を取り消し、

本入札に参加できないものとする。 

ア 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき 

イ 競争入札参加資格審査申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

 

７．仕様書の閲覧 

 （１）閲覧場所 

東彼杵町ホームページに掲載する。 

 （２）仕様書に対する質問 

   仕様書について質問がある場合は、質問書（様式第７号）を提出すること。 

 

  ア 提出期限 

この告示の日から、令和８年４月３０日（木）までの間（町の休日を除く。）の午前９時から 



午後５時までとする。 

イ 提出先 

東彼杵町税財政課財政管財係 

（住所）〒859-3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1850 番地の 6 

（電話）0957-46-1205（直通） 

（電子メール）kanzai@town.higashisonogi.lg.jp 

ウ 提出方法 

窓口へ持参、電子メール、郵送（郵送の場合は期限内必着）のいずれかによる。 

   エ 質問の回答 

    随時、ホームページに掲載する。 

 

８．入札及び開札 

 （１）入札日時 

 令和８年５月１１日（月） 午前 10 時 00 分  

 なお、入札当日の気象条件（大雨、大雪、台風接近等）から入札の執行に支障が生じることが 

予想される場合は、入札を延期することができる。 

 （２）入札場所 

 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷 706 番地４ 東彼杵町総合会館 研修室 

 （３）開札日時 

 入札後、ただちに開札する 

 （４）入札書の提出方法 

    ア 入札書（様式第８号）を使用すること。 

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10／100 に相当する額を 

加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額） 

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の 100／110 に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

ウ 入札用封筒は、長崎県建設工事執行規則に定める様式とし、封緘は不要とする。 

    エ 入札書は本人又は代理人が提出するものとし、代理人の場合は入札書に代理人の記名押印 

      のうえ、委任状（様式第９号）を提出すること。 

    オ 入札書の宛名は「東彼杵町長 岡田 伊一郎」とすること。 

 （５）入札の方法 

 ア 入札回数は、１回とする。 

 イ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定 

する。 

 （６）入札結果の公表 

    入札結果については、東彼杵町ホームページにて公表する。 

 

 



９．入札保証金 

（１） 見積もった金額（消費税を含む。）の 100 分の５以上の金額を、東彼杵町会計課窓口で納付

し、令和８年５月８日（金）午後５時までに領収書の写しを税財政課財政管財係に提出するこ

と。入札保証金は、入札終了後に東彼杵町役場会計課窓口にて還付を行う。ただし、落札者に

は契約締結後に還付を行う。 

 （２） 次の場合で事前に町の承認を受けたときは、入札保証金の納付を免除する。この場合、入札

保証金免除申請書（様式第３号）及び添付書類を令和８年４月３０日（木）午後５時までに税

財政課財政管財係に提出すること（郵送の場合は期限内必着）。 

ア 町を被保険者とする入札保証保険契約（契約希望金額の 100 分の５以上）を締結し、その 

証書を提出する場合（入札保証保険期間の終期は、開札日から起算して７日目とすること）。 

イ 開札日の前日から過去２箇年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じく 

する契約を３回以上締結し、その内容を証明するもの（３回以上）を提出する場合。 

「同規模」の契約については、見積もった契約希望金額（消費税を含む。）の概ね 70％以

上を目安とすること。 

    ウ 東彼杵町内の事業者であって、過去に東彼杵町と種類を同じくする契約を締結し、その 

内容を証明するものを提出する場合。 

エ 国債及び地方債等の担保を提供する場合 

 

１０．契約手続き 

（１） 落札者は、落札決定の日から７日以内に仮契約書を作成すること。 

（２） 本件は、東彼杵町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 52

年東彼杵町条例第９号）第３条に該当するため、落札決定後、落札者と東彼杵町は仮契約を締

結し、直近の東彼杵町議会で議決された後に本契約となるものとする。 

（３） 落札者が、仮契約締結後、東彼杵町議会の議決前に、入札参加資格のいずれかを満たさなく

なったときは、東彼杵町は仮契約を解除し、本契約を締結しないものとする。この場合におい

て、東彼杵町受注者に損害が生じても、一切の損害賠償の責めを負わない。 

  

１１．契約保証金 

（１） 契約金額（消費税を含む）の 100 分の 10 以上の金額を東彼杵町会計課窓口で納付し、領収書

の写しを税財政課財政管財係に提出すること。 

（２） 次の場合で町の承認を受けたときは契約保証金の納付を免除する。この場合、契約保証金免

除申請書及び添付書類を税財政課財政管財係に提出すること。 

ア 町を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の 100 分の 10 以上）を締結し、その証

書を提出する場合 

    イ 契約を締結しようとする日から過去２箇年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模を 

ほぼ同じくする契約を３回以上締結し、その内容を証明するもの（３件以上）を提出する 

場合。「同規模」の契約については９．（２）イと同様とする 

 

 



１２．入札の無効 

 東彼杵町財務規則第 76 条に該当するときは無効とする。なお、東彼杵町財務規則第 76 条第 1 号か

ら第５号までの規定により無効となった者は再度入札に参加できないものとする。 

 

１３．入札の中止 

  入札参加資格審査申請書提出者又は入札者がいないときは、入札を中止する。 

 

１４．最低制限価格 

  設定しない 

 

１５．落札の保留  

東彼杵町建設工事に関する入札執行事務処理要綱第 17 条を準用する。  

 

１６．その他 

  この告示に定めのない事項については、東彼杵町財務規則及び関連法令、規則等によるものとする。 


